
 

 

報 道 発 表 

令 和 元 年 5 月 28 日 

秋田地方気象台 

秋田河川国道事務所 

湯沢河川国道事務所 

能代河川国道事務所 

秋田県 

 

指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報への 
「警戒レベル相当情報」の追記について 

 
秋田地方気象台、秋田河川国道事務所、湯沢河川国道事務所、能代河川国道事

務所と秋田県は、令和元年 5月 29 日から指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報

と警戒レベルの関連を明確化し、住民の自主的な避難判断を支援するため、参考

となる「警戒レベル相当情報」を追記して発表します。 

 

平成 30年 7 月豪雨における甚大な被害を受け、中央防災会議「平成 30年 7 月豪雨によ

る水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ」の報告書で「様々な防災情報

のうち、避難勧告等の発令基準に活用する情報について、警戒レベル相当情報として、警

戒レベルとの関連を明確化して伝えることにより、住民の主体的な行動を促すこと」が示

されました。 

これを受け、秋田地方気象台、秋田河川国道事務所、能代河川国道事務所、湯沢河川国

道事務所と秋田県は、共同で発表する指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報と警戒レベ

ルの関連を明確化して伝えるため、下記のとおり指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報

に「警戒レベル相当情報」を追記して発表することとしましたのでお知らせします。 

記 

１ 運用開始日時    令和元年 5月 29 日 13 時 

 ２ 「警戒レベル相当情報」を追記した指定河川洪水予報及び土砂災害警戒情報の例 

別紙参照  

 
【本件に関する問い合わせ先】 

秋田地方気象台 防災気象官 戸堀 博之         電話 018-864-3955 

秋田河川国道事務所 副所長    齊藤 正道(内線 204)  電話 018-823-4167 

調査第一課長 成田 正喜(内線 351) 

湯沢河川国道事務所 副所長    小嶋 光博(内線 204) 電話 0183-73-3174 

          調査第一課長 野口 暁浩(内線 351) 

能代河川国道事務所 副所長    三浦 猛 (内線 204) 電話 0185-70-1001 

          調査第一課長 長谷川優人(内線 351) 

秋田県 建設部河川砂防課 加賀 良宏        電話 018-860-2511 



 

別 紙 

※ 以下の情報において赤字のとおり、警戒レベルを追記します。 

  実際の発表時には、これらは黒字で記載します。 

 

１.警戒レベルを追記した指定河川洪水予報の例 

 

 



 

 

 

 



 

２.警戒レベルを追記した土砂災害警戒情報の例 

 

 


